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論
　
　
説近

世
後
期
に
お
け
る
豪
農
商
層
の
経
済
倫
理
と
地
域
社
会
認
識
(
下
)

～
備
後
福
山
の
義
倉
設
立
と
運
営
を
め
ぐ
っ
て
～

中
　
　
山
　
　
富
　
こ
広

は
じ
め
に

一
義
倉
の
成
立
～
運
営
を
め
ぐ
る
藩
と
調
達
人
た
ち
の
綱
引
き
～

1
「
義
倉
発
端
手
続
」
と
河
相
周
兵
衛

2
「
教
法
目
論
見
」
と
「
義
倉
一
件
伺
書
写
シ
」

3
義
倉
の
運
営
と
福
山
藩
(
以
上
、
二
四
三
号
)
.

二
　
義
倉
と
地
域
社
会

1
義
倉
貸
銀
と
地
域
社
会

2
義
倉
田
と
地
域
社
会
(
以
上
、
二
四
九
号
)

3
社
会
事
業
の
展
開

お
わ
り
に
　
(
以
上
、
本
号
)

二
　
義
倉
と
地
域
社
会

3
　
社
会
事
業
の
展
開

M
　
教
育
・
学
問
の
補
助

義
倉
仕
向
銀
の
概
略
　
い
う
ま
で
も
な
く
義
倉
の
主
要
な
目
的
は
各

種
の
補
助
と
窮
民
の
救
済
に
あ
っ
た
。
「
教
法
目
論
見
」
に
よ
れ
ば
、

貸
付
銀
二
〇
〇
貫
目
の
利
足
二
〇
貫
目
の
中
か
ら
「
神
社
仏
閣
修
覆
料
」

一
貫
目
、
家
中
へ
の
仕
向
銀
と
「
義
倉
掛
り
年
番
の
御
家
中
御
役
料
」

計
六
貰
二
六
〇
日
、
「
在
町
旧
家
の
者
共
へ
御
教
科
」
一
貫
目
な
ど
七

項
目
一
四
貰
六
〇
日
が
支
出
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
実

際
に
早
く
も
初
年
度
と
な
る
文
化
二
年
か
ら
神
道
と
仏
学
の
講
釈
が
企

画
・
実
施
さ
れ
、
そ
の
後
、
文
化
七
年
に
は
書
籍
購
入
費
も
追
加
さ
れ

て
各
種
の
社
会
事
業
補
助
が
広
く
展
開
さ
れ
た
。
図
4
は
そ
の
実
施
期

間
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
図
に
は
「
年
番
家
中
役
科
」
以
下
、
諸

役
料
と
調
達
人
へ
の
御
下
米
銀
(
配
当
金
)
も
示
し
て
お
い
た
。
図
に



2

明
ら
か
な
よ
う
に
文
政
年
間
か
ら
天
保
・
弘
化
年
間
に
か
け
て
相
次
い

で
中
止
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
義
倉
で
赤
字
決
算
が
続
い
た
こ
と
、
ま
た

窮
民
へ
の
救
米
を
積
み
立
て
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
事
業
が
「
休
年
」

と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
嘉
永
二
年
前
後
か
ら
は
ほ
ぼ
全
面
的

に
復
活
す
る
。

と
こ
ろ
で
周
兵
衛
ら
義
倉
の
設
立
者
た
ち
は
こ
う
し
た
社
会
事
業
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
儒
学
講
釈

を
手
が
か
り
と
し
て
み
よ
う
。

一
、
儒
道
の
儀
兼
て
不
出
情
に
て
、
既
に
神
辺
学
問
所
へ
諸
生
十

人
居
り
侯
え
ば
、
九
人
は
他
所
も
の
に
て
御
座
候
、
何
卒
在
町

共
相
進
み
出
情
仕
り
侯
様
永
年
の
御
教
え
方
御
考
え
合
い
成
し

下
さ
れ
度
、
弐
拾
ヶ
年
計
り
も
怠
惰
無
く
教
え
侯
は
ば
追
々
達

人
出
来
、
其
の
後
は
見
る
も
聞
く
も
学
文
沙
汰
に
相
成
り
銘
々

(
1
)

磨
き
合
い
申
す
べ
く
と
存
じ
奉
り
候

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
辺
の
廉
塾
塾
生
の
大
半
が
他
所
者
で
あ
り
、
福

山
地
方
で
は
庶
民
の
学
問
熱
が
低
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
百
姓
・
町
人

に
二
〇
年
ほ
ど
「
出
情
」
さ
せ
れ
ば
、
「
学
問
沙
汰
」
の
風
土
が
形
成

さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
「
学
問
沙
汰
」
に
な
り
「
銘
々

磨
き
合
い
」
と
い
う
学
問
の
浸
透
に
、
義
倉
は
何
を
期
待
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
儒
学
の
「
達
人
」
を
育
成
す
る
自
体
も
目
標
で
あ

っ
た
が
、
「
達
人
」
の
育
成
を
通
じ
て
そ
の
「
達
人
」
た
ち
が
百
姓
・

町
人
の
道
徳
心
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
期
待
を
か
け
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
先
の
引
用
文
に
続
け
て
探
津
郡
市
村
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、
「
市
村
に
元
亭
と
申
す
」
医
者
が
い
た
頃
は
「
若
も
の
共
本
読
み



居
り
候
、
革
刈
る
子
共
が
子
の
日
く
と
う
た
い
居
り
候
処
、
其
の
医
な

く
成
る
と
其
れ
捨
て
申
し
侯
」
と
述
べ
、
ま
た
「
下
戸
も
上
戸
も
皆
其

の
里
長
た
る
も
の
の
風
俗
に
な
り
申
し
侠
」
と
、
知
識
人
や
村
役
人
の

T
土

影
響
力
を
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
村
役
人
や
知
識
人
を
通
じ
て
で
な
く
、
直
接
的
に
も
庶
民

の
教
育
に
あ
た
ろ
う
と
し
た
。
当
初
儒
学
科
で
心
学
道
話
が
実
施
さ
れ

た
こ
と
が
そ
う
で
あ
る
。
嘉
永
二
　
(
一
八
四
九
)
年
か
ら
も
「
心
学
の

俵
は
下
賎
の
も
の
共
早
道
の
学
問
に
て
、
誠
に
便
利
の
教
諭
に
付
き

永
々
講
釈
御
座
候
様
仕
り
た
く
存
じ
奉
り
侯
」
と
、
儒
学
科
を
廃
し

「
心
学
講
釈
趣
法
」
を
目
論
ん
だ
。
そ
し
て
「
目
論
見
の
通
り
永
々
僻

怠
無
く
講
釈
御
座
候
へ
ば
、
万
民
取
立
の
一
助
に
も
相
成
り
、
且
は
御

他
邦
へ
の
御
外
聞
に
も
罷
り
成
り
申
す
べ
L
と
存
じ
奉
り
候
」
と
、

(
3
)

「
万
民
取
立
」
と
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
万
民
取

立
」
と
は
、
下
層
の
庶
民
に
至
る
ま
で
各
職
分
に
応
じ
た
相
応
の
生
計

を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
道
徳
心
=

勤
労
道
徳
を
培
わ
せ
る
こ
と
で
、
職
分
を
全
う
す
る
勤
勉
な
庶
民
の
創

出
を
描
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

儒
学
料
と
心
学
　
儒
学
料
の
執
行
は
文
化
三
年
か
ら
始
ま
っ
た
。
図

4
で
は
儒
学
料
は
不
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
教
法
目
論
見
」
で
は
二

軍
二
〇
〇
日
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
年
の
義
倉
年
番
掛
り
の
鉄
屋
三
右

衛
門
・
小
野
門
左
衛
門
ら
は
同
年
四
月
に
、
「
京
都
よ
り
手
島
学
の
先

生
相
招
き
、
町
在
最
寄
宜
敷
場
に
て
講
談
仕
ら
せ
度
」
と
願
い
出
、
六

月
に
は
「
義
倉
儒
者
講
釈
科
の
内
を
以
て
中
条
村
天
野
栄
吉
相
招
き
、

町
方
に
於
い
て
子
供
素
読
井
に
講
釈
仕
ら
せ
度
」
と
願
い
出
た
。
こ
れ

ら
は
す
ぐ
に
認
可
と
な
り
、
天
野
の
「
経
書
購
読
」
は
六
月
か
ら
毎
月

一
五
日
ず
つ
実
施
さ
れ
た
。
た
だ
し
こ
の
費
用
は
儒
学
科
で
は
な
く
医

学
科
か
ら
一
貫
五
〇
四
匁
余
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
心
学
講
釈

は
八
月
に
手
島
堵
安
の
弟
子
で
あ
っ
た
上
河
患
蔵
(
洪
水
)
・
中
沢
道

甫
、
お
よ
び
弟
子
越
後
屋
太
兵
衛
を
招
き
、
九
月
六
日
か
ら
城
下
の
鉄

(
4
)

屋
五
郎
右
衛
門
宅
で
講
釈
が
開
か
れ
た
。
翌
四
年
も
天
野
栄
吉
の
「
素

読
講
釈
」
と
心
学
講
釈
が
実
施
さ
れ
た
。
心
学
講
師
は
大
坂
の
村
井
幽

(
5
)

活
で
あ
っ
た
。
そ
の
翌
五
年
は
天
野
栄
吉
の
講
義
は
な
く
な
り
、
心
学

講
釈
は
中
沢
道
甫
を
講
師
と
し
て
、
九
月
十
七
日
か
ら
鉄
屋
五
郎
右
衛

(
6
)

門
宅
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
文
化
五
年
碁
に
義
倉
資
金
が
藩
当
局
に
吸
い
上
げ
ら
れ
、

そ
れ
を
機
に
調
達
人
が
義
倉
の
運
営
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と

は
す
で
に
述
べ
た
が
、
調
達
人
た
ち
は
文
化
七
年
二
月
に
「
義
倉
取
行

(
7
)

い
方
愚
意
の
覚
」
と
題
し
て
諸
仕
向
銀
を
改
訂
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

儒
学
科
は
、
一
貫
五
〇
〇
日
を
「
先
生
」
へ
、
一
五
〇
日
ず
つ
を
「
句

読
師
」
二
人
へ
、
計
一
貫
八
〇
〇
日
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
先

生
が
菅
茶
山
を
指
す
の
か
ど
う
か
判
断
で
き
な
い
が
、
こ
の
年
か
ら
文

政
十
年
に
中
断
さ
れ
る
ま
で
「
儒
学
御
仕
向
銀
、
菅
太
伸
手
合
い
渡
し

の
分
大
御
目
付
様
へ
相
渡
す
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
廉
塾
へ
渡
す
こ
と
で

儒
学
科
と
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
文
化
六
年
大
晦
日
か
ら
頼
山

陽
も
廉
塾
に
寄
寓
し
て
お
り
、
こ
れ
は
茶
山
と
周
兵
衛
の
懇
意
さ
に
よ

(
8
)

っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
弘
化
二
年
か
ら
諸
仕
向
銀
の
復
活
が
話
題
に
の
ぼ
っ
て
く

る
が
、
図
4
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
儒
学
料
に
関
し
て
の
み
義



倉
か
ら
の
復
活
の
願
い
出
が
抜
け
落
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど

の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
世
代
交
代
で
調
達
人
と
廉

塾
の
関
係
が
希
薄
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
と
き
の
義

倉
は
、
か
つ
て
周
兵
衛
ら
が
運
営
に
参
加
す
る
以
前
の
文
化
三
～
五
年

の
年
番
掛
り
と
同
様
、
心
学
講
釈
に
心
惹
か
れ
た
の
で
あ
る
。
嘉
永
二

年
の
口
上
覚
に
「
御
城
下
に
て
近
年
本
心
学
先
生
請
招
、
道
話
講
釈
執

(
9
)

行
相
初
め
侯
段
寄
特
の
事
に
存
じ
奉
り
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
城
下
の

町
人
た
ち
が
心
学
講
釈
を
開
催
し
て
い
た
。
義
倉
は
城
下
の
宿
老
た
ち

と
話
し
合
い
、
こ
の
心
学
講
釈
を
永
続
さ
せ
る
た
め
、
嘉
永
二
年
か
ら

五
年
間
義
倉
が
毎
年
五
〇
〇
日
ず
つ
、
城
下
の
有
力
者
が
一
か
月
一
匁

を
一
口
と
し
て
一
五
〇
口
(
年
間
一
貫
八
〇
〇
旦
を
六
年
間
酸
出
し

て
利
殖
を
は
か
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
趣
法
の
最
終
年
度
に
あ
た
る
安

政
元
年
末
に
は
一
〇
貫
目
余
の
講
銀
と
な
り
、
こ
の
利
息
(
七
〇
〇
日

程
)
で
講
釈
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
主
催

(
1
0
)

は
町
方
で
あ
る
た
め
、
以
後
義
倉
の
記
録
に
は
表
れ
な
い
。

仏
学
講
釈
料
　
仏
学
講
釈
料
は
当
初
の
計
画
で
は
、
「
上
方
よ
り
名

高
き
能
化
相
迎
え
」
、
春
に
一
〇
〇
日
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
五
〇
日
、

城
下
の
寺
院
で
「
諸
宗
に
通
じ
侯
講
釈
」
を
行
わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
・

へ
〓
-

講
釈
料
と
し
て
一
貫
五
〇
〇
日
を
予
定
し
て
い
た
。
文
化
二
年
に
は
高

野
山
釈
迦
文
院
が
招
か
れ
、
開
講
日
は
分
か
ら
な
い
が
五
月
二
十
五
日

ま
で
講
釈
が
行
わ
れ
た
。
翌
年
は
真
宗
の
担
当
と
な
っ
た
が
、
こ
の
年

も
秋
冬
に
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
た
め
か
文
化
七
年
の

趣
法
替
え
で
は
一
貫
目
に
減
額
さ
れ
て
い
る
。

文
政
十
年
に
中
断
と
な
る
ま
で
の
講
釈
を
一
覧
し
た
も
の
が
表
1
0
で

表10　仏学講釈の実施状況
講　　　師

高野山釈迦文院

播磨龍野宝林寺
大和海印寺村・宜然
京都妙伝寺

筑後柳川万福寺・大宣
山城下嵯峨正定院・立道

山城宇治光聖寺・玄桜
沼隈郡藁江村大東坊・大度

備前岡山薬師院・光雲
(中止)

近江神崎郡北庄村行戯寺・恵観
明王院・広限

備後三原法常寺
安芸賀茂郡川尻柑光明寺
備前岡山妙勝寺・日定

長州西円寺・承誉
豊前中津古城正行寺・大倉
讃岐塩飽正党院

尾張山崎駅黄籠寺
?

一乱「長倉勘定怯」(各年度)により作成。拉倉義山

あ
る
。
文
化
五
年
、
京
都
法
華
宗
妙
伝
寺
が
「
案
外
住
持
仰
山
の
仕
構

え
に
て
相
見
え
」
た
た
め
、
「
甚
だ
人
用
相
増
」
す
と
い
う
事
態
に
な

り
、
一
貫
五
〇
〇
日
で
は
賄
い
き
れ
な
く
な
っ
た
。
雑
費
は
「
門
中
割

り
」
で
処
理
し
た
が
、
二
七
〇
日
の
不
足
と
な
っ
た
。
法
華
宗
寺
院
門

中
は
こ
れ
は
「
全
く
講
釈
方
」
に
関
わ
る
不
足
分
で
あ
り
、
「
瑳
衆
方

へ
割
合
侯
も
如
何
わ
し
く
」
思
う
の
で
義
倉
に
山
叙
し
て
も
ら
い
た
い

と
願
い
出
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
語
は
却
下
し
た
が
、
そ
の

(
1
2
-

回
答
が
興
味
探
い
の
で
次
に
引
用
し
よ
う
。

尤
も
仏
学
講
釈
の
俵
右
鉢
餌
定
め
の
外
増
銀
遣
わ
し
侠
て
は
、
巳

采
の
形
に
も
相
成
り
申
す
べ
く
候
、
勿
論
下
地
真
宗
講
釈
の
節
増



銀
四
百
日
相
渡
し
遣
わ
し
候
義
も
こ
れ
有
り
候
、
其
の
節
は
右
講

釈
も
繁
講
い
た
し
、
諸
国
佃
徒
も
段
々
罷
り
越
し
聴
聞
い
た
し
候

傍
ら
、
御
主
意
に
も
相
叶
い
候
と
申
す
も
の
故
、
増
入
用
の
俵
承

り
済
ま
し
遣
わ
し
侯
処
、
当
年
の
法
花
宗
講
釈
の
俵
は
聴
衆
も
数

無
く
、
諸
事
面
白
か
ら
ざ
る
振
合
い
、
且
つ
他
国
の
倍
等
罷
り
越

し
侯
義
も
承
ら
ず
、
元
来
御
趣
意
に
違
い
侯
取
計
い
方
に
付
き
、

入
用
に
相
違
も
こ
れ
有
る
間
数
供
え
共
、
此
の
度
は
承
り
済
ま
せ

雉
く
侠

す
な
わ
ち
真
宗
の
講
釈
に
比
べ
て
聴
衆
も
は
な
は
だ
少
な
く
、
ま
た

具
体
的
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
「
諸
事
面
白
か
ら
ざ
る
振
合
い
」
も

あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
こ
の
回
答
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る

真
宗
の
講
釈
は
文
化
三
年
の
と
き
で
あ
る
。
こ
の
年
は
三
業
惑
乱
が
決

着
し
た
年
で
あ
り
、
真
宗
教
義
へ
の
関
心
が
高
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

(
1
3
)

三
九
二
匁
の
増
銀
が
支
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

法
華
宗
二
回
め
の
年
番
と
な
っ
た
文
化
十
一
年
、
前
回
の
費
用
負
担

の
し
こ
り
が
あ
っ
た
の
か
、
法
華
宗
の
世
話
役
寺
院
か
ら
「
指
し
支
え

こ
れ
有
り
」
と
い
う
報
告
を
受
け
て
中
止
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
を

知
っ
た
真
宗
光
円
寺
(
分
郡
下
岩
成
村
)
「
法
中
十
二
か
寺
」
(
宜
山
法

中
)
が
、
こ
の
年
の
講
釈
科
を
譲
り
受
け
て
、
こ
れ
を
義
倉
に
預
け
て

利
殖
し
て
も
ら
い
、
こ
の
利
足
で
毎
年
三
〇
日
ほ
ど
の
「
真
宗
一
派
の

(
1
4
)

講
談
」
を
実
施
し
た
い
と
願
い
出
て
許
可
さ
れ
て
い
る
。
義
倉
で
は
こ

う
し
た
仏
道
講
釈
を
「
諸
国
に
て
も
名
高
く
有
難
か
り
吹
聴
仕
り
居
り

候
」
行
事
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
文
政
四
年
に
は
「
兎
角
不
出
精
、

永
々
年
毎
に
怠
慢
無
く
相
続
仕
り
侯
様
御
執
り
計
ら
い
成
さ
れ
度
」
と

l

∵

-

苦
言
を
呈
し
て
い
慰

な
お
嘉
永
二
年
に
再
開
さ
れ
た
後
は
文
久
三
年
ま
で
毎
年
実
施
さ
れ

た
。
宗
派
の
年
番
は
寺
社
役
所
に
お
い
て
く
じ
引
き
が
行
わ
れ
、
真
宗

西
派
、
法
華
宗
、
真
言
宗
、
禅
宗
曹
洞
沢
、
真
宗
東
派
、
浄
土
宗
と
い

(
1
6
)

う
順
番
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
文
化
二
年
か
ら
の
実
施
回
教
を
宗
派
別

に
み
る
と
真
宗
が
一
三
回
で
最
も
多
く
、
次
い
で
真
一
吉
宗
の
九
回
、
禅

宗
(
曹
洞
宗
)
が
七
回
、
法
華
宗
と
浄
土
宗
が
四
回
ず
つ
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
前
述
の
文
化
十
一
年
に
認
可
さ
れ
た
宜
山

法
中
の
「
真
宗
一
派
の
講
談
」
が
、
講
釈
料
一
貫
目
を
支
給
さ
れ
る

「
本
講
」
に
対
し
て
「
枝
講
」
と
称
し
て
五
〇
年
以
上
も
続
い
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
毎
年
一
〇
日
間
で
は
あ
っ
た
が
「
宗
意
研
究
」
を
行
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
義
倉
は
こ
れ
に
対
し
て
慶
応
三
年
、
こ
れ
ま
で
三

年
間
本
講
が
休
年
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
法
中
に
一
貫
目
を
支
給

(
1
7
)

し
た
の
で
あ
っ
た
。

神
道
講
釈
料
　
神
道
講
釈
は
当
初
よ
り
春
に
五
〇
H
実
施
す
る
こ
と

と
し
、
費
用
は
五
〇
〇
日
と
さ
れ
た
。
社
人
は
「
上
方
神
学
師
」
か
、

(
1
8
)

ま
た
は
備
中
笠
岡
小
寺
常
陸
を
迎
え
る
こ
と
と
し
た
。
領
内
の
郡
村
部

の
社
人
は
「
別
け
て
貧
者
多
く
、
神
職
の
間
は
農
業
」
に
従
事
し
て
い

た
の
で
、
「
春
も
遅
く
相
成
り
候
え
ば
出
席
も
難
渋
」
が
ち
に
成
る
の

(
1
9
)

で
、
義
倉
で
は
「
別
け
て
早
く
仕
ら
せ
度
」
と
配
慮
し
て
い
た
。
ま
た

周
兵
衛
ら
は
、
儲
釈
期
間
中
に
は
「
毎
日
御
寺
社
御
手
代
中
様
」
が
一

人
出
席
す
る
こ
と
で
、
参
加
者
が
「
出
情
仕
り
」
講
会
自
体
が
盛
会
と

な
る
よ
う
に
要
望
し
、
開
講
日
に
は
「
御
上
御
武
運
御
長
久
の
御
祈
祷
」

を
、
満
講
の
日
に
は
「
五
穀
成
就
万
民
安
全
」
の
祈
念
を
行
う
こ
と
と



(
2
0
)

し
た
。第

一
回
目
と
な
っ
た
文
化
二
年
の
講
釈
は
、
他
所
よ
り
講
師
を
招
く

に
は
時
間
が
な
か
っ
た
の
で
、
鞘
の
中
須
賀
陸
奥
が
ひ
と
ま
ず
勤
め
、

五
〇
日
に
満
た
な
い
分
は
秋
に
実
施
さ
れ
た
。
翌
三
年
に
は
計
画
通
り

国
学
者
と
し
て
有
名
な
小
寺
常
陸
が
招
か
れ
、
一
一
月
か
ら
講
釈
が
始
め

ら
れ
た
が
、
翌
四
年
に
は
「
此
の
度
相
雇
い
候
に
て
は
こ
れ
無
き
」
白

岩
織
部
が
講
釈
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
白
岩
は
美
作
国
吉
野
郡
宮
本
村

の
荒
牧
大
明
神
の
神
主
で
、
講
釈
の
世
話
人
で
あ
っ
た
西
宮
社
の
池
田

大
和
が
、
「
い
つ
に
て
も
罷
り
越
し
呉
」
と
「
噂
仕
置
き
侯
」
こ
と
に

応
じ
て
福
山
に
来
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
「
講
釈
聴
衆
も

碇
々
御
座
無
く
侯
付
き
当
春
は
相
休
み
」
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
池

田
大
和
は
「
折
角
罷
り
越
し
侯
付
き
、
諸
人
の
為
に
も
相
成
り
候
神
道

大
旨
」
を
白
岩
に
講
釈
さ
せ
た
い
と
願
い
出
、
四
月
十
八
日
か
ら
五
月

四
日
ま
で
講
釈
を
執
行
さ
せ
て
い
る
。
春
先
に
は
聴
衆
が
少
な
く
て
開

催
で
き
な
か
っ
た
が
、
「
迫
々
聴
衆
も
多
く
こ
れ
有
り
」
と
無
事
終
了

し
た
よ
う
で
あ
る
。
白
岩
の
講
釈
が
評
判
が
よ
か
っ
た
の
か
、
「
上
方

神
学
師
」
の
都
合
が
つ
か
な
か
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
の
ち

白
岩
は
文
化
八
年
ま
で
講
師
を
勤
め
て
い
る
。

文
化
九
年
に
な
っ
て
初
め
て
「
上
方
神
学
師
」
の
講
釈
が
実
現
し
た
。

こ
の
こ
ろ
吉
田
家
神
学
館
守
護
職
で
あ
っ
た
玉
田
主
計
ら
が
安
芸
国
各

地
で
神
道
講
談
を
さ
か
ん
に
行
っ
て
お
り
、
そ
の
帰
途
福
山
に
立
ち
寄

っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
か
ら
は
郡
部
の
社

人
が
城
下
ま
で
聴
聞
に
来
る
負
担
を
軽
く
し
、
か
つ
一
般
の
聴
衆
に
も

講
釈
に
ふ
れ
さ
せ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
各
郡
で
七
日
ず
つ
、

残
り
八
日
を
鞘
と
城
下
町
で
交
替
で
行
う
こ
と
と
し
た
。
玉
田
ら
も
急

用
で
京
都
に
帰
っ
た
り
し
て
予
定
よ
り
遅
く
な
っ
た
が
、
最
後
に
四
月

二
十
五
日
か
ら
五
月
三
日
ま
で
鞘
で
八
日
間
実
施
し
、
五
〇
日
の
講
釈

(
2
1
)

を
終
え
た
。

図
4
に
示
し
た
よ
う
に
文
化
末
年
と
文
政
四
年
あ
た
り
で
休
講
が
め

だ
っ
て
お
り
、
義
倉
で
は
「
神
道
講
釈
は
相
続
方
覚
束
無
く
御
座
候
」

と
危
ぶ
ん
で
い
た
。
こ
の
後
も
「
不
出
精
」
で
あ
れ
ば
「
法
を
替
え
、

社
人
共
の
内
若
手
御
撰
び
出
し
、
い
か
に
も
動
学
仕
る
べ
き
も
の
一
ヶ

年
に
弐
人
宛
、
尤
も
壱
人
前
弐
百
五
拾
匁
宛
御
下
げ
渡
し
、
能
き
師
へ

云
)

御
付
け
成
さ
れ
侯
は
ば
迫
年
に
は
頗
る
神
道
者
出
来
申
す
べ
き
哉
」
と
、

趣
法
替
え
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
文
政
六
年
か

ら
九
年
ま
で
笠
岡
の
小
寺
監
物
(
活
之
)
ら
の
講
釈
も
あ
っ
て
そ
の
ま

ま
続
け
ら
れ
た
。

再
開
年
と
な
っ
た
嘉
永
二
年
は
、
五
月
二
日
か
ら
七
日
間
、
伊
予
大

三
島
の
菅
右
京
太
夫
が
朝
の
祇
園
社
で
講
釈
を
行
い
、
同
月
二
十
八
日

か
ら
安
芸
賀
茂
郡
御
薗
宇
村
の
長
沼
伊
予
が
芦
田
郡
下
有
地
村
、
安
部

云
)

郡
川
北
村
、
城
下
西
宮
社
で
講
釈
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
万
延
元
年

ま
で
続
け
ら
れ
る
が
、
講
師
は
嘉
永
六
年
と
安
政
元
年
の
玉
田
大
塔
し

(封Y

か
判
明
し
な
い
。
し
か
し
沼
隈
郡
の
「
沖
注
遠
祖
」
が
万
廷
元
年
に
義

倉
に
提
出
し
た
願
書
に
、
「
例
歳
御
下
げ
銀
を
以
て
講
師
玉
田
大
塔
梱

招
き
、
御
城
下
井
に
村
々
煩
番
に
講
釈
濫
聞
仰
せ
付
け
ら
れ
有
り
短
く

存
じ
奉
り
侯
」
と
あ
る
の
で
、
ほ
ぼ
毎
年
玉
田
大
塔
が
勤
め
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
の
彼
ら
の
歎
頃
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て

講
釈
は
隔
年
開
講
と
さ
れ
、
そ
の
か
わ
り
に
隔
年
ご
と
に
国
学
書
が
購
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入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
郡
中
社
人
共
兼
て
国

学
動
学
仕
り
度
侯
え
共
、
い
ず
れ
も
手
相
暮
し
に
て
書
物
求
め
兼
ね
」

云
)

て
い
た
こ
と
に
対
応
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

医
学
科
　
「
教
法
目
論
見
」
(
文
化
元
年
十
一
月
)
　
で
は
、
民
間
の

医
師
五
人
を
上
方
へ
五
年
間
留
学
さ
せ
る
費
用
と
し
て
毎
年
一
貫
五
〇

〇
日
を
計
上
し
て
い
た
。
し
か
し
文
化
二
年
正
月
、
具
体
的
な
内
容
に

つ
い
て
は
「
御
医
師
方
」
の
「
御
考
え
合
い
其
の
筋
の
御
好
み
」
、
す

な
わ
ち
藩
医
の
意
見
を
採
用
し
て
は
ど
う
か
と
義
倉
年
番
掛
り
は
具
申

し
て
い
る
∵
J
の
具
申
が
ど
う
扱
わ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
と
も

あ
れ
正
月
二
十
日
に
は
、
各
郡
医
師
惣
代
一
人
ず
つ
、
城
下
の
町
医
師

惣
代
三
名
、
柄
の
医
師
惣
代
一
人
、
そ
れ
に
年
番
掛
り
三
人
に
鉄
屋
三

右
衛
門
と
河
相
周
兵
衛
が
加
わ
っ
て
集
会
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
に
は

上
方
遊
学
で
は
な
く
、
「
医
学
博
識
の
先
生
他
所
よ
り
参
り
侯
は
ば
厚

く
相
願
い
、
滞
留
中
老
若
差
別
無
く
一
統
申
し
合
わ
せ
、
治
療
の
余
力

動
学
仕
る
べ
き
」
こ
と
を
第
一
義
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

「
動
学
」
の
場
と
し
て
「
学
舎
」
を
設
け
る
こ
と
、
医
学
修
業
は
「
過

半
儒
学
仕
ら
ず
侯
て
は
成
立
」
た
な
い
の
で
、
「
万
事
儒
医
一
同
に
混

用
」
す
る
こ
と
な
ど
を
決
定
し
た
。
同
月
二
十
六
日
に
は
郡
別
に
医
師

を
招
集
し
て
、
こ
う
し
た
義
倉
の
医
学
科
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
た
。

こ
の
文
化
二
年
は
京
都
の
橘
石
見
祐
を
講
師
と
し
て
招
い
た
が
、
病

気
の
た
め
福
山
に
は
下
向
で
き
な
い
こ
と
が
四
月
に
な
っ
て
わ
か
っ

た
。
下
向
の
中
止
が
ま
だ
わ
か
ら
な
か
っ
た
三
月
の
段
階
で
は
、
橘
石

が
下
向
す
る
ま
で
は
、
「
在
中
医
師
若
輩
の
者
相
集
り
、
傷
寒
論
」
研

究
会
が
自
発
的
に
催
さ
れ
た
。
下
向
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
と
、
義
倉

で
は
医
学
書
の
購
入
を
願
い
出
る
が
、
こ
れ
は
翌
年
ま
わ
し
と
さ
れ
、

結
局
文
化
二
年
に
は
医
学
科
は
支
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
翌
文
化
三
年
は

「
儒
学
料
と
心
学
」
の
項
目
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
天
野
栄
吉
の
儒
学

講
釈
と
前
年
分
と
し
て
の
医
学
書
購
入
に
一
貫
五
〇
四
匁
支
出
さ
れ

た
。
文
化
五
年
、
義
倉
掛
り
年
番
と
調
達
人
の
河
相
周
兵
衛
は
「
医
学

執
行
の
儀
、
今
以
て
決
気
致
さ
ず
」
状
態
を
憂
慮
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、

「
学
舎
」
の
構
想
を
発
展
さ
せ
た
町
医
師
惣
代
谷
本
玄
寮
の
「
学
問
所
」

案
を
検
討
し
た
が
、
結
局
採
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
翌
文
化
六
年
も
医

学
科
の
支
出
は
な
か
っ
た
。

文
化
七
年
の
趣
法
替
え
で
は
、
一
貫
五
〇
〇
日
の
う
ち
五
〇
〇
日
が

書
物
買
入
料
に
回
さ
れ
て
一
貫
目
と
な
り
、
「
医
学
執
行
旅
行
」
費
用

と
し
て
「
御
手
医
」
(
藩
医
)
一
人
と
「
在
町
医
」
一
人
に
五
〇
〇
日

ず
つ
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
表
1
1
は
そ
の
「
在
町
医
」
　
へ
の
補

助
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
趣
法
替
え
が
行
わ
れ
た
二
月
の
段

階
で
は
、
こ
の
年
の
医
学
科
は
見
送
り
と
さ
れ
て
い
た
が
、
五
月
に
な

つ
て
義
倉
は
「
未
だ
御
究
め
御
座
無
く
、
何
卒
御
評
決
」
を
も
っ
て
木

村
孝
安
に
支
給
し
て
も
ら
い
た
い
と
伺
い
出
て
い
る
。
こ
う
し
て
初
回

は
府
中
市
の
木
村
孝
安
の
遊
学
が
認
め
ら
れ
た
。
文
化
八
年
に
京
都
へ

出
立
し
た
が
、
義
倉
の
会
計
で
は
文
化
七
年
の
医
学
科
で
あ
り
、
こ
れ

は
天
保
七
年
ま
で
同
様
で
あ
る
。
文
化
九
年
の
医
学
科
に
は
赤
坂
村
の
(
2
6
)

茂
伯
も
出
願
し
た
が
、
茂
伯
は
翌
十
年
に
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

表
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
当
初
は
二
年
続
け
て
支
給
さ
れ
て
い
た

が
、
文
化
十
三
年
に
道
上
村
長
平
が
病
気
の
た
め
出
発
で
き
ず
に
、
鞘

の
猛
治
へ
変
更
と
な
っ
て
か
ら
は
一
年
と
さ
れ
た
。
な
お
天
保
四
年
と
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表11在町医への医学科
千　 代 I　 仕　 研　 I　　　 名　 前　　　 l　 遊　 学　 先

文化 8 年 (芦 ) 府中市 孝安 (木村周安件 ) 京都 ・畑橘洲

9

10

ヽ

(沼 ) 赤坂村

ク
茂伯 (玄遺体 )

京都

ノク

11

12

ク

(安 ) 道上村

.ク
長平 (祐順弟 ) ? 13年は病気で辞退

13 (分 ) 輌 猛治 (忠庵俸) 奥州石巻 ・鈴木玄能

14 (沼 ) 金見柑 玄噸 大和 ・服部宗軒内弟子
文政元年 (安 ) 川南柑 有俊 ?

2 (分 ) 津之郷柑 姑伯 ?

3 (分 ) 田島付 良的 (玄順件 ) ?

4 (分 ) 輌 玄春 (林玄立件 ) ?

5 (浣 ) 千田柑 長節 (玄長件 ) ?

6 (沫) 手城柑 太兵衛 (松斉倖 ) 京都 「大医」

7 (沼) 松永柑 良順 大坂 ・杉本有産

8 (沼 ) 中山南村 秀橘 京都 ・竹中文倹

9 (芦 ) 相方柑 良順 大坂 ・吉益家

10 (安 ) 遺上村 杏蜃 (典祓俸) 京都 ・書益家

11 (城 ) 下米屋 町 単二 (岩田屋惣左衛門件 ) 大坂

12 (沼 ) 松永柑 昌言 (左仲件 ) 長崎 ・「蘭学仕 り度」
天保元年 (沫 ) 千 田付 玄叔 (玄長弟 ) 泉州 ・坂上俊三

2 (沫 ) 吉津村 杉 渓 (武助厄介 ) 豊前中津 ・山川敬安

3 (品) 万能倉柑 敢敲 筑前糟屋郡 ・中村正宅

4 一一 5 (城 ) 船町 見且 京都 ・奥道一方

°

6

(芦 ) 福田柑 信平 (牧翁体 ) 長崎 ・竹内其遺

(分 ) 山手柑 秀節 (間門倖 ) 大坂 ・池田瑞見

7 (安 ) 上加茂柑 倹作 京都 ・「医大家」

茹永 2 年 (分 ) 輌 省吾 (三省件 ) 江戸 ・多記楽真院

3 (沫 ) 千田柑 桂輔 (三成主水停 ) 京都 ・西島秀益

4 (分 ) 中津原村 挑吉 (玄常 体) 大坂 ・吉益掃部

5 (浣 ) 千 田け 玄佑 (順 吉弟 ) 備前金川 ・難波隆元

6 (品) 新市柑 停太郎 江戸 ・典医三隅紀伊守

安政元年 (安 ) 上竹田村 玄俊 広 島 ・後藤正顕

2 (芦 ) 高木柑 惣市 大坂 ・津田玄吾

3 (安 ) 上加茂け 璃斎 (倹作俸 ) 大坂 ・田中内記

5 (浣 ) 江津柑 勇退 (与八厄介) 大坂 ・緒方洪庵
万延元年 (域 ) 両町 三圭 (林庵陣 ) 備中上房郡 ・貞村謙吾

文久元年 (安 ) 蛭田け 国治郎 (織部俸) 紀伊 ・華岡隋賢

3 (注 ) 市村 栄作 (晋斎俸) 大坂 ・緒方拙斎

注 ) 「長倉親 一番一六番・「長倉勘定帳」 (各年度 ) により作成。進学先 の医
師名は原史料のまま記 した。

五
年
に
遊
学
し
た
二
人
へ
の
支
給
額
は
年
に
二
五
〇
日
ず
つ
で
あ
っ

た
。医

学
科
の
再
開
も
嘉
永
二
年
か
ら
で
あ
る
。
表
で
安
政
四
年
と
六
年
、

お
よ
び
文
久
二
年
が
抜
け
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
年
が
「
御
手
医
師

井
に
御
荘
中
御
医
業
」
へ
支
給
さ
れ
、
在
町
医
師
に
支
給
さ
れ
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
「
御
洋
中
御
医
業
」
と
は
藩
医
で
は
な
く
、
藩
士
の

二
、
三
男
で
医
業
の
道
へ
転
身
し
よ
う
と
す
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
内

田
伝
右
衛
門
の
三
男
泰
素
之
は
藩
医
の
鼓
泰
安
方
で
修
業
し
て
い
た

が
、
安
政
四
年
に
京
都
の
百
々
壱
郎
方
に

遊
学
す
る
こ
と
に
な
り
医
学
科
を
支
給
さ

れ
た
が
、
こ
れ
は
藩
医
の
分
の
五
〇
〇
日

で
は
な
く
、
在
町
医
の
五
〇
〇
日
か
ら
支

給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
安
政
六
年
も
同
様

で
あ
っ
た
。
義
倉
で
は
「
在
町
医
師
共
へ

下
さ
れ
銀
多
人
数
に
て
届
き
か
ね
侯
」
と

い
う
事
態
は
好
ま
し
く
な
い
と
判
断
し

て
、
「
巳
来
都
て
御
荘
中
御
医
業
御
執
行

科
は
御
手
医
師
方
へ
下
さ
れ
侯
内
に
て
」

支
出
し
て
も
ら
い
た
い
と
伺
い
出
、
藩
の

方
で
も
「
在
町
願
い
こ
れ
無
く
明
き
こ
れ

有
り
侯
時
は
御
藩
中
の
内
へ
御
仕
向
け
」

;
±

る
こ
と
と
回
答
し
て
い
る
。
し
か
し
文
久

二
年
は
藩
医
二
人
に
支
給
さ
れ
て
い
る
。

在
町
医
の
遊
学
願
い
が
提
出
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
後
、
慶
応
二
年
ま
で
医
学
科
は
仕
向
け
ら
れ
た

云
)

が
、
在
町
医
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

書
物
買
入
料
　
「
教
法
目
論
見
」
で
は
計
上
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
書

物
買
入
科
は
、
文
化
七
年
の
趣
法
替
え
で
仏
学
講
釈
科
と
医
学
科
か
ら

五
〇
〇
日
ず
つ
振
り
替
え
ら
れ
、
計
一
貫
目
の
古
物
軍
人
科
が
新
設
さ

れ
た
。
と
は
い
う
も
の
の
日
毎
初
の
書
物
軍
人
は
文
化
三
年
の
こ
と
で
あ

り
、
儒
学
科
と
医
学
科
か
ら
六
六
六
匁
が
支
出
さ
れ
二
楊
寒
昌
集
成
」

(
三
八
匁
)
や
稲
生
若
水
の
「
本
草
飼
旦
(
七
〇
日
)
な
ど
二
種
類



(
叫
こ

の
冊
子
が
購
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
後
述
す
る
「
別
段
勘
定
」
　
の
銀
で

(
3
0
)

文
化
六
年
に
本
棚
や
押
切
判
・
朱
肉
な
ど
を
購
入
し
て
い
る
か
ら
、
す

で
に
青
物
の
買
入
は
決
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

書
物
E
H
人
格
が
年
間
予
算
に
計
上
さ
れ
た
の
は
、
秋
月
藩
家
老
某
の

指
摘
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
周
兵
衛
が
記
し
た
「
義
倉
発
端
手
続
」
に

よ
れ
ば
、
筑
前
の
亀
井
南
冥
の
門
人
が
義
倉
の
仕
組
み
を
尋
ね
て
き
た

の
で
、
周
兵
衛
は
「
教
法
目
論
見
」
な
ど
を
も
と
に
あ
ら
ま
し
文
章
を

し
た
た
め
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
そ
れ
を
秋
月
藩
の
家
老
が
見

る
こ
と
と
な
り
、
「
能
き
仕
組
み
に
候
え
共
落
ち
こ
れ
有
り
」
と
い
う

感
想
を
述
べ
た
と
い
う
話
し
が
周
兵
衛
の
耳
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
周

兵
衛
は
甫
冥
に
手
紙
を
出
し
て
、
家
老
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
を
御
教
示

煩
い
た
い
と
依
所
す
る
と
、
南
冥
は
書
物
買
入
れ
の
項
目
が
な
い
こ
と

が
「
落
ち
」
で
あ
る
と
の
回
答
を
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
河
相
典
男
氏
は
、
周
兵
衛
と
南
冥
を
結
び
つ
け
る

(
3
1
)

人
物
と
し
て
佐
谷
恵
苗
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
恵
甫
は
秋
月
藩
の
出
身

で
、
南
冥
の
弟
子
で
あ
り
、
文
化
八
年
ま
で
廉
塾
に
学
び
、
茶
山
か
ら

も
高
弟
と
し
て
優
遇
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
恵
甫
を
介
し
て
の
交
流

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
二
人
ほ
ど
何

ら
か
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
一
人
は
南

冥
の
子
亀
井
昭
陽
で
あ
る
。
昭
陽
は
文
化
三
年
十
月
に
廉
塾
を
訪
れ
た
(
3
2
)

が
、
そ
れ
は
秋
月
藩
主
の
参
勤
交
代
の
途
上
立
寄
っ
た
も
の
で
あ
る
。

も
う
一
人
は
文
化
十
年
と
十
一
年
に
医
学
科
を
支
給
さ
れ
た
沼
隈
郡
赤

坂
村
の
茂
伯
で
あ
る
　
(
表
1
1
参
照
)
。
茂
伯
は
以
前
に
「
久
々
九
州
亀

井
主
水
方
へ
罷
り
越
し
」
修
業
し
て
い
た
。
亀
井
主
水
は
南
冥
の
こ
と

で
あ
る
。
茂
伯
が
南
冥
に
義
倉
の
こ
と
を
話
し
た
可
能
性
も
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
佐
谷
恵
甫
だ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
人

物
の
縁
に
よ
っ
て
茶
山
や
周
兵
衛
と
南
冥
・
家
老
と
の
交
流
が
実
現
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
文
化
五
年
碁
に
義
倉
貸
銀
が
没
収
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に

述
べ
た
が
、
こ
の
と
き
残
っ
た
一
〇
貫
目
は
「
別
段
勘
定
」
と
し
て
、

文
政
九
年
ま
で
本
会
計
と
は
別
に
運
営
さ
れ
た
。
図
4
に
示
し
た
よ
う

に
書
物
買
入
料
は
一
貫
目
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
確
に
い
う
と
、

本
会
計
か
ら
「
別
段
勘
定
」
に
書
物
買
入
料
一
貫
R
H
を
毎
年
入
れ
、

「
別
段
勘
定
」
の
残
高
が
一
〇
貫
目
を
わ
り
こ
ま
な
い
範
囲
で
書
物
を

(3っJ)

買
入
れ
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
文
化
七
年
期
末
の
「
別
段
勘
定
」

有
銀
が
一
五
貰
一
九
七
匁
余
と
見
積
も
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
年
度
は
船

賃
・
本
箱
代
も
含
め
て
四
貫
目
弱
の
買
入
科
と
な
っ
た
。
『
傷
寒
論
集

成
』
や
『
解
体
新
書
』
な
ど
の
医
学
書
が
多
く
、
あ
と
は
儒
学
と
神
道

関
係
の
書
物
で
大
半
を
占
め
た
。
冊
数
に
し
て
五
六
七
冊
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
書
物
は
藩
校
弘
道
館
に
い
っ
た
ん
納
め
ら
れ
「
在
中
医
者
共
」

な
ど
の
希
望
者
に
貸
与
さ
れ
た
。

翌
文
化
八
年
は
一
転
し
て
六
七
九
匁
の
支
出
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
書
物
買
入
料
の
中
か
ら
弘
道
館
教
授
伊
藤
文
佐
(
芦
汀
)

(封)

へ
遊
学
旅
費
を
五
〇
〇
日
支
出
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
文
化

九
年
と
十
年
は
一
貫
目
を
こ
え
て
支
出
さ
れ
た
が
、
文
化
十
四
年
以
外

は
一
貫
目
を
こ
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
文
政
四
年
に
「
書
物
料
手
当

は
御
囲
い
な
く
毎
年
有
銀
だ
け
の
書
物
御
求
め
成
さ
れ
度
、
左
候
は
ば

(
3
5
)

追
年
に
は
急
度
富
み
申
す
べ
し
」
と
い
う
認
識
を
し
て
い
た
が
、
図
4



一
に
よ
れ
ば
書
物
料
は
文
政
六
年
を
最
後
に
中
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

0
　
た
。
こ
れ
は
前
年
に
「
御
囲
い
な
く
」
六
貫
目
で
購
入
し
た
遠
解
』

1
　
の
代
銀
を
六
年
ま
で
の
分
割
払
い
に
し
て
い
た
か
ら
、
文
政
六
年
も
書

-
物
は
購
入
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
文
政
六
年
以
降
、
本

会
計
か
ら
の
一
貫
目
も
打
ち
切
ら
れ
、
「
別
段
勘
定
」
か
ら
買
入
料
へ

支
出
で
き
る
銀
嶺
は
一
九
匁
余
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

嘉
永
二
年
に
再
開
さ
れ
る
ま
で
休
年
と
な
っ
た
。
銀
六
貫
目
で
購
入
し

た
「
経
解
』
の
巻
数
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
も
の
を
仮
に
一
冊

と
し
て
計
算
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
購
入
し
た
冊
数
は
少
な
く
見
積
も
っ

て
二
五
〇
〇
冊
以
上
で
あ
っ
た
。

再
開
後
は
主
に
儒
学
書
が
購
入
さ
れ
た
が
、
安
政
二
年
に
誠
之
館
が

開
館
と
な
る
と
、
五
年
間
医
学
寮
・
算
法
寮
・
国
史
寮
・
洋
学
寮
の
各

寮
へ
金
五
両
分
の
書
物
を
購
入
し
て
納
め
る
こ
と
と
し
、
安
政
四
年
に

云
)

は
こ
の
年
だ
け
修
書
寮
へ
の
手
本
類
が
購
入
さ
れ
た
。
ま
た
神
道
講
釈

料
で
述
べ
た
よ
う
に
、
文
久
元
年
と
文
久
三
年
に
は
神
道
講
釈
科
が
書

物
買
入
料
に
追
加
さ
れ
、
『
古
事
記
伝
」
や
「
日
本
書
紀
」
な
ど
を
購

u軸〔

入
し
て
郡
中
の
社
人
に
貸
与
さ
れ
た
。
そ
の
神
道
講
釈
料
は
慶
応
元
年

か
ら
実
質
的
に
休
年
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
明
治
元
年
に
は
四
か
年
分

を
ま
と
め
て
書
物
買
入
科
に
渡
し
国
学
書
や
神
遺
書
を
購
入
し
て
い

(駕)
る
。
算
法
寮
や
洋
学
寮
な
ど
「
巨
細
知
ら
ず
」
と
冊
数
が
分
か
ら
な
い

年
も
多
々
あ
る
が
、
嘉
永
二
年
か
ら
明
治
元
年
ま
で
少
な
く
と
も
千
冊

以
上
が
買
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

〔註〕
(
1
)
　
「
義
倉
一
件
伺
書
写
シ
」
(
文
化
二
年
)
。

(
2
)
　
河
相
周
兵
衛
の
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
深
い
交
流
の
あ
っ
た
菅
茶
山
の

影
響
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
茶
山
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
疎
穣
一

「
芸
借
の
漢
学
(
下
)
」
(
高
校
通
信
末
書
「
国
語
」
一
九
三
号
、
一
九
八

〇
年
)
、
同
「
菅
茶
山
の
仁
政
観
と
政
治
論
(
一
)
(
二
)
」
(
同
前
、
二
五

二
二
一
五
五
号
、
一
九
八
五
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
3
)
(
9
)
　
「
義
倉
録
」
三
番
。

(
4
)
　
以
上
は
「
義
余
録
」
一
番
、
「
義
倉
勘
定
帳
」
(
文
化
三
年
)
に
よ
る
。

(
5
)
　
「
義
倉
勘
定
帳
」
(
文
化
四
年
)
。
文
化
三
年
の
心
学
講
釈
科
が
三
軍
一

〇
〇
日
か
か
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
年
は
五
三
一
匁
、
翌
五
年
も
四
七
一

匁
で
済
ん
だ
。

(
6
)
　
「
義
倉
録
」
一
番
。
な
お
安
部
部
中
条
相
の
天
野
栄
吉
に
つ
い
て
は
ど

の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
不
明
だ
が
、
文
化
五
年
十
一
月
に
域
下
寺
町

の
真
宗
最
善
寺
や
佐
渡
屋
友
五
郎
ら
四
名
が
天
野
栄
吉
社
中
惣
代
を
名
乗

り
、
和
田
伯
貞
ら
町
方
医
師
惣
代
に
対
し
て
、
天
野
栄
吉
を
「
義
金
方
教

授
」
と
し
て
取
り
立
て
て
も
ら
え
る
よ
う
取
ち
ぎ
を
良
い
出
て
い
る
(
同

前
)
。
そ
の
願
書
に
よ
れ
は
、
彼
ら
は
「
田
と
相
琉
み
挨
人
功
町
方
に
於

い
て
其
の
人
に
乏
し
く
」
と
訴
え
、
一
人
「
近
辺
霜
歴
」
の
「
広
島
危
士

天
野
栄
吉
」
の
み
が
鏑
む
に
た
る
人
物
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
7
)
(
1
1
)
(
ほ
〓
l
H
〓
1
9
)
　
「
義
金
鉉
」
一
番
。

(
8
)
・
富
士
川
英
郎
「
菅
茶
山
〒
こ
(
福
武
苦
境
一
九
九
〇
年
)
に
よ
れ

ば
、
茶
山
は
文
化
七
年
二
月
と
六
月
に
山
指
を
伴
っ
て
千
田
相
を
訪
れ
て

い
る
。
お
そ
ら
く
周
兵
衛
宅
に
赴
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
山

陽
は
翌
八
年
に
庄
撃
を
去
る
が
、
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
黙
謹
し
た

茶
山
を
周
兵
衛
が
非
娃
し
、
そ
し
て
周
兵
衛
が
山
陽
を
再
び
備
後
に
連
れ
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戻
そ
う
と
画
策
し
た
こ
と
に
茶
山
は
不
快
感
を
覚
え
、
両
者
は
一
時
不
和

に
な
っ
た
と
い
う
。

(
1
0
)
　
図
4
に
あ
る
文
久
三
年
の
講
釈
は
城
下
で
の
心
学
講
釈
で
は
な
く
、
美

倉
が
「
郡
中
小
前
教
諭
」
と
し
て
広
島
の
坂
田
万
味
を
招
請
し
、
深
津
郡

浣
津
村
と
沼
隈
郡
松
永
相
で
一
〇
日
ず
つ
実
施
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(
1
3
)
　
「
義
倉
勘
定
帳
」
　
(
文
化
三
年
)
。

(
1
5
)
　
「
義
倉
行
事
願
文
」
　
(
文
政
四
年
)
。

(
1
6
)
　
「
義
倉
録
」
三
番
。
お
お
む
.
ね
こ
の
順
番
で
な
さ
れ
た
が
、
一
巡
し
た

安
政
二
年
か
ら
は
臨
済
宗
が
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(
1
7
)
　
「
義
倉
録
」
六
番
。

(
1
8
)
　
小
寺
清
先
二
七
四
八
く
二
八
二
七
)
。
笠
岡
の
稲
荷
社
の
社
人
で
、
神
道

や
和
歌
を
京
で
学
ぶ
と
と
も
に
漢
学
の
素
養
も
深
く
、
山
陽
地
方
の
国
学

の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。

(
型
　
「
義
倉
一
件
伺
書
写
シ
」
(
文
化
二
年
)
。
寺
社
手
代
の
出
席
は
仏
学
講

釈
も
同
様
で
あ
っ
た
。
文
化
三
年
か
ら
同
七
年
ま
で
寺
社
手
代
で
あ
っ
た

矢
守
多
蔵
・
天
野
弁
右
衛
門
二
二
村
多
賀
八
に
金
二
〇
〇
疋
ず
つ
褒
美
と

し
て
支
給
さ
れ
て
い
る
か
ら
　
(
「
義
倉
一
件
帳
」
)
、
少
な
く
と
も
こ
の
期

間
に
は
寺
社
手
代
が
神
仏
講
釈
に
毎
日
交
代
で
勤
め
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

(
2
1
)
　
以
上
は
「
義
合
銀
」
一
番
に
よ
る
。
な
お
神
道
講
談
の
内
容
や
玉
田
主

計
に
つ
い
て
は
、
引
野
亨
輔
「
近
世
後
期
の
神
道
講
談
と
庶
民
教
化
」

(
百
本
宗
教
文
化
史
研
究
し
第
六
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
二
年
)
お
よ
び

r
千
代
田
町
史
」
通
史
編
(
上
)
　
(
千
代
田
町
役
場
、
二
〇
〇
二
年
)
　
の
近

世
Ⅳ
一
2
　
(
引
野
亨
輔
執
筆
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
州
望
　
「
義
倉
行
事
願
文
」
　
(
文
政
四
年
)
。

(
2
3
)
　
「
義
倉
録
」
三
番
。

(
2
4
)
　
金
見
村
の
中
津
四
方
太
夫
を
は
じ
め
、
浦
疇
・
外
常
石
・
草
浣
・
田
島

村
の
杜
人
た
ち
で
構
成
さ
れ
る
。

(
2
5
)
(
2
7
)
　
「
義
倉
録
」
五
番
。

(
2
6
)
　
以
上
は
、
「
義
倉
録
」
一
番
に
よ
る
。

(
空
　
な
お
図
4
で
明
治
二
年
に
医
学
科
三
貫
目
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
慶
応

三
年
と
明
治
元
年
の
休
年
分
も
あ
わ
せ
て
藩
医
の
矢
守
真
一
が
三
年
分
支

3130　29
(
3
4
)

(
3
5
)

(
3
6
)

(
3
7
)

(
3
8
)

給
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
義
倉
録
」
一
番
。

「
義
倉
辰
年
迄
之
有
銀
巳
冬
勘
定
帳
」
(
文
化
六
年
)
。

河
相
典
男
「
紙
魚
の
あ
し
あ
と
」
　
(
r
太
陽
新
聞
j
　
二
〇
〇
四
年
五
月
二

H
・
十
六
日
・
六
月
六
日
)
。

前
掲
富
士
川
英
郎
「
菅
茶
山
(
上
)
」
　
9
5
章
。

な
お
こ
の
「
別
段
勘
定
」
か
ら
は
書
物
買
入
科
の
ほ
か
に
、
「
御
家
中

御
教
科
」
　
(
家
中
仕
向
銀
)
　
三
貫
目
の
う
ち
一
貫
目
が
こ
こ
か
ら
支
出
さ

れ
た
。書

物
料
か
ら
の
こ
う
し
た
い
わ
ば
儒
学
科
と
も
い
え
る
支
出
は
、
文
化

十
三
年
の
田
中
鉄
之
丞
、
文
政
二
年
の
伊
藤
健
蔵
　
(
青
藍
)
、
同
三
年
の

伊
藤
貞
蔵
(
竹
被
)
と
数
回
実
施
さ
れ
て
い
る
。

「
義
倉
行
事
願
文
」
　
(
文
政
四
年
)
。

「
義
倉
録
」
四
番
。

「
義
倉
録
」
五
番
。

「
義
倉
録
」
六
番
。

2

そ
の
他
の
補
助

寺
社
修
復
料
　
「
教
法
目
論
見
」
で
「
神
社
仏
閣
修
覆
料
」
と
し
て
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表12　寺社修復一覧

文化 3 年
柄小松寺 (臨 )、福禅寺 (言)
城下船 町金比羅常夜灯

文化 4 年 (深) 沫津村専政寺 (浄)

5
(安) 下加茂村宝憧寺 (言)
(探 ) 沫津村岩山神農堂

6 輌小松寺 (臨 )、福禅寺 (言 )

7

8

9

城下東町寂円寺 (其 )

(沫 ) 浦上村光福寺 (浄 )

10 (沼 ) 能登原村正瑞寺 (法 )

11 輌浄泉寺 (浄 )

12 (芦 ) 町村 栄明寺 (言 )

13 柄正法寺 (臨 )

14 城 下寺町道証寺 (真)

文政元年 (沼) 中山南村光照寺 (真 )

2 (芦 ) 広谷村善行寺 (真 )

3 (探 ) 三吉村信行寺 (其 )

4 城下長者町松林寺 (臨 )

5 (芦 ) 金丸村西円寺 (真 )

6 (分 ) 津之郷村月光寺 (言 )

7 靭百貫畠弁才天社

8 (沫 ) 津之下村浄泉寺 (真 )

9 輌本願寺 (時 )

10 (品 ) 下安井村安楽寺 (言 )

11 城 下東町寂円寺 (真 )

12 城下光南町正蓮寺 (真 )

天保元年 (芦 ) 栗柄村神宮寺 (言)

2 輌南禅坊 (異 )

3

4

5

城下西町妙蓮寺 (真 )、

龍湖寺 (臨 )

ク

°

(芦 ) 常相宿院 (言 )

6 (分 ) 多冶米柑常福寺 (言 )

茹永 2 年 (品 ) 向永 谷村金蔵坊 (真)

3 (安) 下加茂柑宝瞳寺 (言)

4 (品) 新市村道場坊 (真 )

5 (芦 ) 中須村本党寺 (法 )

6 (分 ) 平柑阿弥陀寺 (浄 )

安政元年 輌本願寺 (時 )

2 (沼 ) 長和柑正光寺 (言 )

3 (分 ) 野上村正福寺 (真 )

4 (安 ) 八尋村福正寺 (兵 )

5 (沫 ) 探津村専故寺 (浄 )

6 (分 ) 原村安 国寺 (臨 )

万延元年 城下西町妙蓮寺 (真 )

文久元年

2

3

元治元年

慶応元年

(品) 倉光村明泉寺 (真) 、

(安 ) 山野村安楽寺 (真 )

ク

ケ
(沫 ) 浣津村長尾寺 (言 )

(安 ) 上竹田村薬師庵 (言 )

.ク
ク

(安 ) 東中条村広 山寺 (言 )

2 (深 ) 沫津村光明院 (言 )

3 (探 ) 奈良津村艮杜

明治 2 年 城下東町嗣林寺 (浄 )

3 (神) 時安村光福寺 (真 )

(
1
)

一
貫
日
を
計
上
さ
れ
た
寺
社
修
復
料
は
、
文
化
三
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
。

こ
の
年
は
表
1
2
に
示
し
た
よ
う
に
柄
の
小
桧
寺
と
福
禅
寺
、
船
町
の
金

比
羅
宮
の
常
夜
灯
修
復
に
当
て
ら
れ
た
。
鞘
の
二
か
寺
は
文
化
二
年
分

と
し
て
、
琉
球
使
節
の
休
泊
を
ま
じ
か
に
控
え
て
い
た
小
松
寺
に
七
〇

〇
日
、
福
禅
寺
が
三
〇
〇
H
で
あ
っ
た
。
常
夜
灯
に
同
三
年
分
と
し
て

一
貫
目
が
注
ぎ
こ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
翌
四
年
の
専
故
寺
へ
は
五
〇
〇

日
、
五
年
の
「
先
達
て
焼
失
」
し
た
宝
瞳
寺
へ
は
一
貫
目
、
神
農
堂
へ

は
銀
一
〇
枚
(
四
三
〇
且
が
支
給
さ
れ
た
。
六
年
に
は
再
び
鞘
の
福

禅
寺
(
七
〇
〇
日
)
と
小
桧
寺
(
三
〇
〇
日
)
に
支
給
さ
れ
た
。
福
禅

寺
は
客
殿
を
建
替
え
中
で
「
未
だ
造
作
」
完
了
し
な
い
か
ら
、
ま
た
小

桧
寺
は
「
段
々
破
損
」
に
及
ん
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。

文
化
七
年
の
趣
法
替
え
で
は
、
寺
社
修
復
耕
一
貫
目
の
う
ち
五
〇
〇

日
が
「
御
家
中
様
方
御
仕
向
」
へ
振
り
替
え
ら
れ
、
年
五
〇
〇
日
と
半

減
さ
れ
て
い
る
。
一
年
に
二
か
寺
対
象
の
場
合
は
二
五
〇
日
ず
つ
の
支

給
で
あ
る
。
寺
社
修
復
と
は
い
い
な
が
ら
、
文
化
七
年
以
降
神
社
の
修

復
は
文
政
七
年
の
弁
才
天
社
と
、
慶
応
三
年
の
艮
社
の
二
社
だ
け
で
あ

っ
た
。
ま
た
寺
院
を
宗
派
別
に
み
る
と
真
宗
寺
院
が
二
三
か
寺
、
真
言

宗
寺
院
が
一
七
か
寺
と
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
れ
は
こ
の
二
派
が
格
別
に

因
窮
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
福
山
領
内
に
お
い
て
真
言
宗

と
真
宗
の
寺
院
が
多
か
っ
た
こ
と
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

{
'
こ

こ
う
し
た
修
復
科
の
山
疏
手
琵
き
な
ど
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、

「
大
破
」
「
焼
失
」
に
よ
っ
て
再
建
修
理
の
目
途
が
た
っ
て
い
な
い
寺
院

に
支
給
さ
れ
た
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
文
化
九
年
の
光
福
寺
は

「
堂
・
厨
妾
共
焼
失
」
し
て
い
た
が
、
も
っ
と
も
こ
れ
以
前
に
安
部
群

八
尋
村
神
宮
寺
と
同
郡
川
北
柑
西
福
寺
も
火
災
に
あ
っ
た
。
義
倉
は
こ

の
二
か
寺
に
つ
い
て
は
「
迫
々
再
建
も
出
来
居
り
、
神
宮
寺
等
は
大
非

相
調
え
放
校
承
り
快
に
付
き
、
当
申
年
光
福
寺
を
伺
い
上
げ
奉
り
挟
」

と
推
薦
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
と
き
に
は
探
津
郡
富
津
柑
庚
申
生
も
白

い
出
て
い
た
が
、
「
此
の
分
神
社
仏
閣
と
い
う
に
は
相
当
ら
ず
」
と
却



下
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
文
化
十
三
年
に
支
給
さ
れ
た
正
法
寺
は
火
災
や

極
端
な
大
破
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
当
住
末
だ
若
年
に
御
座

模
え
共
、
勤
め
方
宜
し
き
出
家
に
て
迫
々
修
覆
も
相
調
え
、
来
春
は
大

会
収
行
い
侯
由
」
で
あ
る
か
ら
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
修
復
科
へ
の
出
願
が
多
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
か
、
文
政
七
年
に
は
翌
年
か
ら
同
十
一
年
ま
で
の
仕
向
順
が
あ
ら

か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
十
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
翫
浄

歓
寺
と
十
一
年
の
沼
隈
郡
常
石
村
宝
田
院
に
は
支
給
さ
れ
ず
、
ま
た
文

政
九
年
に
は
「
当
年
遊
行
上
人
御
止
宿
に
付
き
、
急
に
本
堂
再
建
」
す

る
こ
と
に
な
っ
た
鞘
の
本
煩
寺
が
採
用
さ
れ
る
な
ど
、
臨
機
応
変
の
処

置
が
と
ら
れ
た
。

嘉
永
二
年
の
再
開
後
に
つ
い
て
は
、
安
政
六
年
の
安
国
寺
の
事
例
を

(
3
)

紹
介
す
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

原
村
安
国
寺
兼
て
無
禄
無
旦
家
に
て
講
堂
大
破
に
及
び
侯
処
、
此

の
度
中
興
院
主
遠
忌
執
行
に
付
き
相
州
鎌
倉
東
海
和
尚
請
招
、
当

月
中
旬
よ
り
五
月
下
旬
迄
大
法
会
相
勤
め
度
の
処
、
諸
堂
雨
露
凌

ぎ
兼
ね
取
繕
い
行
届
き
申
さ
ず
雉
渋
に
付
き
、
義
倉
当
末
歳
修
理

料
御
手
当
銀
御
救
い
願
い
出
候
、
(
中
略
)
　
此
の
度
年
回
に
相
当

り
候
院
主
は
柄
津
町
中
繋
ぎ
米
の
取
計
い
向
き
は
致
し
置
き
侯
、

厚
き
由
緒
こ
れ
有
る
に
付
き
衆
人
挙
げ
て
帰
依
い
た
し
、
右
入
用

方
余
程
寄
進
御
座
候
え
共
足
り
合
い
申
さ
ず
に
付
き
、
御
救
い
願

-
　
い
出
侯
趣
に
相
闘
え
申
し
侯

1
3
　
由
緒
あ
る
さ
し
も
の
安
国
寺
も
「
無
禄
無
旦
家
」
で
窮
乏
し
て
い
た

-
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
安
政
六
年
四
月
か
ら
の
「
中
興
院
主
」
の
遠
忌

の
大
法
会
を
執
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
翫
町
民
の
繋
ぎ
を
受
け
た
が
、

そ
れ
で
も
修
理
代
や
法
会
執
行
費
用
に
不
足
す
る
の
で
、
義
倉
の
寺
社

修
復
科
を
願
い
出
た
の
で
あ
っ
た
。

旧
家
御
救
銀
　
「
在
町
旧
家
の
者
共
へ
御
教
科
壱
貫
目
」
と
「
教
法

目
論
見
」
に
書
い
て
あ
る
だ
け
で
、
な
ぜ
旧
家
へ
御
教
科
を
支
給
し
ょ

う
と
し
た
の
か
周
兵
衛
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
家
の
相
続
が
重
視

さ
れ
た
当
時
、
由
緒
あ
る
旧
家
の
没
落
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
そ
の

相
続
や
家
名
再
興
に
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
よ
う
と
す
る
の
は
、
新
興

の
豪
農
層
に
と
っ
て
は
一
種
の
報
恩
的
な
倫
理
観
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
の
対
象
も
た
ん
に
古
い
家
柄
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

「
庄
屋
役
」
「
御
国
役
」
な
ど
、
か
つ
て
藩
政
や
地
域
社
会
に
貢
献
し
て

き
た
旧
家
が
対
象
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

最
初
の
御
政
銀
は
文
化
四
年
で
、
こ
の
と
き
は
前
年
分
も
含
め
て
鋏

二
貫
目
が
支
給
さ
れ
た
。
こ
の
年
度
は
「
兼
て
難
渋
」
し
て
い
た
う
え

に
、
こ
の
春
類
焼
し
た
府
中
市
の
西
城
屋
友
右
衛
門
と
神
辺
の
尾
道
屋

七
郎
治
に
一
貫
目
ず
つ
支
給
さ
れ
た
。
翌
五
年
も
二
貫
目
が
支
出
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
府
中
市
の
白
銀
屋
太
郎
左
衛
門
に
一
貫
目
、
城
下
長
者

町
船
木
屋
佐
四
郎
と
輌
鍛
冶
屋
町
松
屋
長
左
衛
門
に
五
〇
〇
日
ず
つ
支

給
さ
れ
、
文
化
六
年
か
ら
は
図
1
に
示
し
た
よ
う
に
一
貫
目
と
な
っ
た
。

以
下
、
主
だ
っ
た
事
例
を
紹
介
し
ょ
う
。

文
化
九
年
、
「
上
魚
ノ
店
」
　
(
上
魚
屋
町
)
一
帯
が
類
焼
し
た
。
藩
で

は
「
御
堀
端
の
家
々
の
分
御
城
内
近
く
」
セ
あ
り
、
「
御
要
害
の
御
為
」

に
も
こ
れ
ら
の
家
の
屋
根
を
瓦
茸
に
す
る
こ
と
を
命
じ
た
の
で
、
義
倉

で
は
旧
家
御
教
科
を
転
用
し
て
瓦
茸
の
助
成
と
し
て
い
る
。
ま
た
文
政
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五
年
に
は
こ
う
し
た
旧
家
へ
低
利
で
融
資
し
「
立
直
し
致
さ
せ
度
」
こ

と
を
計
画
す
る
が
、
「
其
の
類
数
多
御
座
候
」
状
態
で
は
義
倉
の
勘
定

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
義
倉
は

旧
家
で
経
営
危
機
に
直
面
し
て
い
る
者
の
う
ち
「
人
物
を
見
立
て
、
如

何
に
も
立
直
る
べ
き
者
」
を
特
別
に
二
人
選
び
」
月
利
五
朱
(
年
利

六
%
)
で
一
人
一
五
貫
目
ず
つ
貸
与
し
、
元
銀
は
八
年
賦
の
返
済
と
す

る
こ
と
と
し
、
「
八
年
ぶ
り
に
両
人
ず
つ
立
直
さ
せ
候
」
こ
と
を
め
ざ

し
た
。
そ
し
て
こ
の
三
〇
貫
目
は
利
銀
返
済
が
滞
っ
て
い
る
口
入
銀
五

〇
貫
目
の
う
ち
か
ら
三
〇
貫
目
下
げ
渡
し
て
も
ら
う
こ
と
と
し
、
在
方

は
沼
隈
郡
山
南
の
桑
田
喜
兵
衛
、
町
方
は
西
浜
屋
七
右
衛
門
に
貸
渡
し

(
-
)

た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
第
二
回
目
と
な
る
天
保
二
年
に
は
こ
の
銀
三

〇
貫
目
が
旧
家
二
人
に
貸
渡
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
図

4
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
銀
一
貫
日
の
御
救
銀
は
こ
れ
ま
で

通
り
天
保
七
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

寺
社
修
理
料
と
旧
家
御
救
銀
は
こ
れ
ま
で
「
歎
願
申
し
出
侯
分
数
多
」

で
あ
っ
た
。
弘
化
三
年
、
義
倉
は
「
年
延
べ
に
相
成
り
侯
て
は
(
出
願

者
が
)
力
を
落
と
し
申
す
」
で
あ
ろ
う
か
ら
、
右
二
株
だ
け
は
再
開
し

(
5
)

た
い
と
願
い
出
て
い
る
。
旧
家
御
救
銀
は
他
の
仕
向
銀
よ
り
一
年
早
い

嘉
永
元
年
に
再
開
さ
れ
、
芦
田
郡
下
有
地
相
の
社
人
小
田
周
防
守
に
支

給
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
右
の
歎
願
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

翌
二
年
は
城
下
神
島
町
中
市
の
草
戸
屋
栄
三
郎
に
仕
向
け
ら
れ
た
が
、

こ
の
と
き
の
義
倉
の
藩
へ
の
伺
い
は
か
な
り
長
文
で
あ
る
。

草
戸
屋
は
栄
三
郎
の
祖
父
与
七
郎
代
に
は
「
身
体
相
応
に
渡
世
仕

り
」
、
「
義
倉
目
論
見
発
端
」
の
と
き
、
「
御
城
下
町
人
長
立
ち
の
も
の

へ
拾
貫
目
或
い
は
拾
五
貫
目
と
申
す
様
に
割
合
仕
り
相
預
け
の
相
に
」
、

与
七
郎
は
一
五
貫
目
を
引
き
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
一
四
貰
五
〇
〇
日

ま
で
元
銀
を
返
済
し
て
い
た
が
、
二
代
目
与
七
郎
代
に
は
「
身
体
向
き

不
如
意
」
と
な
り
、
天
保
八
年
ま
で
「
年
々
居
貸
付
」
す
な
わ
ち
元
銀

は
そ
の
ま
ま
で
利
足
分
の
み
支
払
っ
た
。
し
か
し
翌
年
か
ら
は
そ
の
利

足
も
払
え
な
く
な
り
、
嘉
永
二
年
に
は
「
利
倍
相
嵩
み
元
利
辻
銀
壱
貫

五
百
五
拾
七
匁
七
分
」
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
場
合
に
は

従
来
町
役
人
が
質
入
地
を
売
却
し
て
元
利
を
返
済
さ
せ
た
。
こ
の
と
き

も
草
戸
屋
へ
町
役
人
は
「
厳
し
く
申
し
談
じ
」
た
け
れ
ど
も
、
義
倉
で

は
「
元
来
義
倉
方
よ
り
人
柄
を
撰
び
貸
付
け
侯
訳
柄
も
御
座
候
間
、
質

物
取
揚
げ
返
納
申
し
付
け
侯
も
余
り
厳
敷
く
し
過
ぎ
侯
様
に
も
存
じ
奉

り
侯
」
と
判
断
し
、
結
局
は
「
元
祖
与
七
郎
俵
さ
の
み
旧
家
と
申
す
に

は
御
座
無
く
使
え
共
」
、
旧
家
御
救
銀
を
栄
三
郎
に
支
給
し
て
そ
れ
を

返
済
に
あ
て
さ
せ
、
残
り
の
五
五
七
・
七
匁
は
「
旧
縁
由
緒
を
以
て
陶

(
6
)

帳
消
し
」
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
も
仕
向
は
慶
応
二
年
と
同
四
年
を
除
い
て
明
担
二
年
ま
で
実

施
さ
れ
た
。
嘉
永
六
年
に
支
給
さ
れ
た
芦
田
郡
広
谷
村
有
馬
久
右
衛
門

に
つ
い
て
最
後
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

右
の
者
水
野
様
浪
人
に
て
代
々
広
谷
村
に
住
居
仕
り
相
当
に
罷
り

暮
し
居
り
侯
処
、
連
年
田
窮
に
落
ち
入
り
必
至
に
相
逼
り
経
た
淡

の
趣
に
相
関
え
侯
聞
、
旧
家
鈎
救
い
靭
手
当
銀
の
内
当
蕃
五
百
日
、

T

・

一

来
暮
五
百
日
両
年
共
餌
仕
向
け
成
し
下
さ
れ
度
存
じ
奉
り
侠

有
馬
家
は
毛
利
韓
元
の
家
臣
で
広
谷
村
に
土
着
し
、
そ
の
後
福
島
氏
、

水
野
氏
に
仕
官
し
て
き
た
家
柄
で
あ
っ
た
。
有
馬
家
は
牢
人
と
な
っ
て



-15　-

も
自
ら
を
郷
士
と
位
置
付
け
、
百
姓
と
一
線
を
画
し
な
が
ら
幕
末
に
至

(

0

°

)

る
ま
で
仕
官
の
道
を
模
索
し
て
い
た
。
「
相
当
に
罷
り
暮
し
」
て
い
た

と
さ
れ
る
も
の
の
、
さ
す
が
に
こ
の
時
期
に
は
物
価
の
高
踏
な
ど
で
困

窮
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

家
中
仕
向
銀
と
諸
役
料
　
役
科
の
意
義
に
つ
い
て
は
本
稿
(
上
)
　
で

す
で
に
述
べ
・
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
後
の
経
過
を
中
心
に
述
べ
て
い

く
。
ま
ず
家
中
仕
向
銀
か
ら
み
.
て
い
こ
う
。
こ
の
銃
は
勘
定
所
納
め
と

な
っ
て
お
り
、
勘
定
所
に
お
い
て
お
そ
ら
く
窮
乏
す
る
藩
士
に
支
給
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
使
用
の
さ
れ
方
を
し
た
の
か

は
判
明
し
な
い
。
ま
た
図
4
に
示
し
た
文
化
七
年
以
前
の
家
中
仕
向
銀

と
年
番
家
中
役
科
の
銀
額
も
確
か
な
数
倍
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
少
し

些
細
な
検
討
を
す
る
と
、
図
1
で
は
家
中
仕
向
銀
が
文
化
五
年
と
六
年

分
が
四
貰
七
八
〇
日
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
両
年
の
「
義
倉
勘
定

帳
」
に
勘
定
所
納
め
六
貫
二
六
〇
日
の
う
ち
「
御
家
中
御
仕
向
」
が
四

貫
七
八
〇
日
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
文
化
七
年
の
趣

法
替
え
で
は
「
御
家
中
様
方
御
仕
向
銀
」
は
三
貫
目
と
さ
れ
た
が
、

「
但
し
先
積
り
壱
貫
目
の
処
」
、
寺
社
修
復
科
と
儒
学
料
か
ら
五
百
日
ず

つ
、
「
別
段
勘
定
」
か
ら
一
貫
目
の
計
二
貫
目
を
加
え
て
三
貫
目
に
し

た
と
あ
る
。
つ
ま
り
「
教
法
目
論
見
」
で
は
勘
定
所
納
め
六
貫
二
六
〇

日
の
う
ち
四
貫
八
九
〇
日
が
家
中
仕
向
銀
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に

は
文
化
二
年
か
ら
一
貫
目
で
あ
り
、
そ
し
て
役
料
が
残
り
の
五
黄
二
六

〇
日
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
化
五

年
に
家
中
仕
向
銀
が
四
貫
七
八
〇
日
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る

家
中
仕
向
銀
の
こ
と
で
は
な
く
役
料
や
褒
美
銀
と
し
て
家
中
に
支
払
っ

た
も
の
で
、
残
り
の
四
八
〇
日
が
大
庄
屋
二
名
と
城
下
宿
老
一
名
の
年

番
掛
り
に
支
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
銀
一
貫
目
か
ら
三
貫
目
に
増
額
さ
れ
た
家
中
仕
向
銀
は
、

翌
文
化
八
年
に
さ
ら
に
金
三
〇
両
が
追
加
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
江
戸
御

(
9
)

家
中
様
方
の
内
御
難
渋
御
救
金
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
文
政
六
年
に
は
三

貫
目
の
家
中
仕
向
銀
に
一
貫
二
〇
七
匁
余
が
、
江
戸
詰
め
の
藩
士
に
は

七
二
五
匁
余
が
そ
れ
ぞ
れ
増
銀
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
を
合
計
す
る
と
銀

換
算
で
六
貫
八
八
九
匁
余
も
の
額
と
な
る
。
経
営
が
思
わ
し
く
な
か
っ

た
文
政
九
年
、
義
倉
は
家
中
仕
向
銀
に
つ
い
て
「
近
年
余
程
御
手
余
り

に
相
成
り
居
り
候
趣
承
知
奉
り
侯
、
左
候
は
ば
暫
時
御
休
み
成
し
下
さ

れ
侯
て
も
御
間
に
合
い
申
す
べ
し
」
と
、
家
中
仕
向
銀
が
十
分
使
わ
れ

(
1
0
)

て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
し
ば
ら
く
の
休
年
を
願
い
出
て
い
る
。

翌
十
年
に
は
文
政
六
年
に
増
額
と
な
っ
た
福
山
・
江
戸
家
中
双
方
の
増

額
分
も
、
儒
学
料
や
神
道
講
釈
料
な
ど
と
と
も
に
休
年
と
す
る
こ
と
を

申
請
し
た
が
、
図
4
に
示
し
た
よ
う
に
福
山
と
江
戸
の
家
中
仕
向
銀
は

休
年
と
な
る
こ
と
な
く
明
治
初
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
藩
財
政

の
窮
乏
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

次
に
年
番
役
料
を
検
討
し
ょ
う
。
文
政
三
年
に
「
掛
り
役
科
の
儀
救

い
筋
の
儀
に
付
き
、
役
分
の
者
だ
け
は
仮
令
下
煙
の
役
前
に
て
も
其
の

科
な
し
に
て
勤
む
べ
し
辻
、
辞
退
に
及
び
受
納
致
さ
ず
弐
、
三
年
も
過

、〓-

ぎ
行
き
侯
」
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
化
七
年
以
前
の
こ
と

で
あ
り
、
勘
定
所
は
銀
を
受
納
す
る
も
の
の
家
中
に
役
料
と
し
て
支
給

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
文
化
七
年
に
は
六
〇
〇
日
の
増
し

と
な
り
五
貫
八
六
〇
日
と
な
っ
た
が
、
図
4
に
示
し
た
よ
う
に
、
調
達
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人
た
ち
が
運
営
の
中
核
と
な
っ
た
文
政
六
年
に
は
三
貫
五
二
匁
、
文

政
十
年
に
は
二
貫
九
四
〇
日
と
減
額
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
調
達
人

役
料
(
勘
定
掛
り
)
と
郡
部
に
依
頼
し
て
い
た
貸
付
質
地
調
べ
掛
り
役

科
は
、
実
際
に
仕
事
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
天
保
・
弘
化
年
間
に

も
引
続
き
支
給
さ
れ
続
け
た
。
な
お
図
4
に
あ
る
城
下
・
輌
津
宿
老
役

科
は
「
義
倉
御
用
向
き
相
勤
め
侯
に
付
い
て
の
御
会
釈
」
で
は
な
く
、

た
だ
「
宿
老
役
の
場
出
精
に
付
き
御
褒
美
と
し
て
下
し
置
か
れ
候
」
銀

(
1
2
)

で
あ
り
、
一
町
に
つ
き
銀
二
枚
と
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
補
助
金
　
川
口
と
城
下
を
結
ぶ
入
川
は
物
資
の
搬
出
入
路

と
し
て
「
城
下
町
商
業
の
生
死
を
決
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

小
運
河
は
土
砂
が
た
ま
り
や
す
く
定
期
的
に
川
没
え
を
行
わ
な
け
れ
ば

(1っJ)

な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
川
扱
え
も
文
政
初
年
か
ら
は
義
倉
資
金
で
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
義
倉
発
端
手
続
」
に
は
次
の
よ

う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

○
御
城
下
入
川
扱
え
三
拾
貫
目
元
銀
の
俵
も
、
右
義
倉
大
坂
調
達

百
五
拾
貫
目
御
国
調
達
方
へ
振
替
と
相
成
り
侯
間
銀
を
以
て
指

し
上
げ
候

〇
人
川
扱
え
費
は
此
の
後
も
年
々
出
金
せ
り
、
金
員
は
壱
貰
五
百

日
位
、
年
々
不
同
も
あ
り

大
坂
五
軒
屋
が
出
資
し
た
一
五
〇
貫
目
が
一
〇
〇
貫
目
の
返
済
で
完

済
と
見
な
し
て
く
れ
た
こ
と
は
、
本
稿
(
上
)
　
で
す
で
に
述
べ
た
が
、

そ
こ
で
義
倉
は
そ
の
差
額
五
〇
貫
目
の
う
ち
三
〇
貫
目
を
大
川
汝
え
の

た
め
の
元
銀
と
し
、
そ
の
利
息
の
う
ち
五
%
に
あ
た
る
一
貫
五
百
日
ほ

ど
を
藩
も
し
く
は
町
方
に
毎
年
醸
出
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な

お
こ
の
人
川
渡
え
料
も
文
政
十
年
か
ら
嘉
永
元
年
ま
で
休
年
と
さ
れ

、‖-た
。義

倉
で
は
こ
う
し
た
補
助
金
の
ほ
か
、
村
々
の
歎
願
に
よ
っ
て
臨
機

応
変
の
処
置
が
と
ら
れ
て
い
た
。
天
保
五
年
に
は
交
通
の
要
衝
で
あ
っ

(
1
5
)

た
「
芦
田
川
筋
神
島
村
渡
し
の
仮
橋
」
架
橋
の
費
用
を
支
出
し
た
。
ま

た
城
下
か
ら
中
津
原
村
を
通
っ
て
府
中
市
に
向
う
道
に
橋
は
な
く
、
渡

船
往
来
で
あ
っ
た
が
、
文
久
元
年
に
は
渡
し
守
賃
銀
を
は
じ
め
渡
船
繕

(
1
6
)

い
入
用
か
ら
そ
の
ほ
か
雑
費
ま
で
負
担
し
て
、
「
御
救
い
の
一
助
」
と

し
て
の
役
務
を
全
う
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
補
助
は

「
義
倉
録
」
に
多
く
散
見
さ
れ
る
が
、
紙
数
の
制
約
も
あ
る
の
で
省
略

せ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ば
社
会
事
業
の
ほ
と

ん
ど
が
文
政
十
年
、
あ
る
い
は
天
保
七
年
か
ら
嘉
永
二
年
ま
で
中
断
の

や
む
な
き
に
至
っ
た
。
こ
の
理
由
は
文
政
六
年
の
大
早
魅
と
天
保
七
年

前
後
の
大
凶
作
に
あ
っ
た
。
「
豊
年
に
は
飢
え
侯
窮
民
は
こ
れ
有
る
問

敷
く
候
え
共
、
小
百
姓
・
水
呑
・
妾
貸
家
者
等
荘
渋
者
数
多
こ
れ
有

(
1
7
)

り
」
、
こ
う
し
た
鞋
渋
者
へ
の
大
量
の
敢
米
の
醗
山
を
文
政
六
年
と
天

保
七
年
に
経
験
し
た
義
倉
は
、
教
育
・
学
問
へ
の
補
助
を
中
断
し
て
、

「
窮
民
御
救
い
」
に
備
え
て
銀
を
積
み
立
て
て
お
く
必
要
に
せ
ま
ら
れ

た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
金
銀
米
穀
国
用
に
相
立
て
快
を
以
て
宝

(

1

8

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

ご

に
御
座
候
」
と
い
う
義
倉
の
公
益
事
業
の
精
神
と
、
「
万
代
不
朽
」
と

い
う
義
倉
の
永
続
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
成
し
た
処
置
で
あ
っ
た
と
評
伝

で
き
よ
う
。
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〔註〕

(
1
)
　
以
下
の
記
述
は
「
義
倉
録
」
一
番
に
よ
る
。

(
2
)
　
た
と
え
ば
文
化
十
一
年
の
浄
泉
寺
は
表
屋
周
午
、
天
保
三
年
の
龍
渕
寺

は
「
奥
山
陸
助
設
」
か
ら
煩
い
が
出
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
門
徒
惣
代

で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
年
の
妙
蓮
寺
は
「
直
煩
い
」
、
天
保
六
年
の
常
福
寺

は
兼
帯
の
日
光
寺
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
　
「
義
倉
録
」
五
番
。

(
4
)
　
以
上
の
記
述
は
「
義
倉
録
」
一
番
に
よ
る
。

(
5
)
～
(
7
)
(
1
2
)
　
「
義
倉
録
」
三
番
。

(
8
)
　
拙
稿
「
水
野
家
牢
人
と
村
落
社
会
」
　
(
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果

報
告
書
「
文
献
学
・
歴
史
学
の
方
法
を
活
用
し
た
森
鴎
外
r
北
條
霞
亭
」

の
総
合
的
研
究
」
一
九
九
七
年
)
。

(
9
)
　
「
義
倉
勘
定
帳
」
(
文
化
八
年
)
。
「
義
倉
録
」
に
は
関
連
し
た
記
事
が
な

い
の
で
、
薄
側
が
一
方
的
に
決
定
・
通
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
1
0
)
(
1
5
)
　
「
義
倉
録
」
二
番
。

(
1
1
)
　
「
義
倉
録
」
一
番
。

(
1
3
)
　
r
福
山
市
史
」
中
巻
、
一
五
八
頁
。

(
1
4
)
　
「
義
倉
勘
定
帳
」
　
(
各
年
度
)
。

(
1
6
)
　
「
義
倉
録
」
五
番
。

(
1
7
)
(
1
8
)
　
「
義
倉
行
事
願
文
」
(
文
政
四
年
)
。

(
1
9
)
　
「
義
倉
発
端
手
続
」
　
(
「
義
倉
録
」
二
番
)
。

お

わ

り

に

当
時
官
尊
民
卑
の
最
も
甚
だ
敷
き
時
勢
に
際
し
、
民
立
会
社
は
孤

立
以
て
永
遠
独
行
の
基
礎
を
立
つ
る
事
を
得
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、

傍
ら
慈
善
の
業
を
目
的
と
せ
る
義
倉
に
於
い
て
は
特
に
情
勢
を
免

れ
ざ
る
を
以
て
、
其
の
創
始
の
時
よ
り
し
て
旧
福
山
藩
に
対
し
特

別
保
護
を
請
求
し
、
(
中
略
)
終
に
　
(
維
新
後
も
)
　
最
初
創
立
の

性
質
に
基
き
行
政
庁
、
是
等
民
業
の
干
渉
を
為
す
事
を
肯
ん
ぜ
ず
、

義
倉
は
一
己
の
私
立
会
社
に
し
て
民
間
に
特
立
す
る
に
至
れ
り

こ
れ
は
明
治
二
十
四
年
、
旧
藩
士
た
ち
が
義
倉
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て

訴
訟
を
起
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
被
告
た
る
義
倉
調
達
人
た
ち
の
答
弁

(
1
)

書
の
一
節
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
「
最
初
創
立
の
性
質
」
を
「
私
立

会
社
」
「
民
立
会
社
」
と
規
定
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
旧
藩
時
代
は

「
官
尊
民
卑
」
　
の
考
え
が
強
か
っ
た
か
ら
藩
の
「
特
別
保
護
」
を
受
け

て
い
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
「
民
立
会
社
」
は
「
慈
善
の
業
を

目
的
」
と
し
て
い
た
点
に
お
い
て
公
益
法
人
の
性
格
を
有
し
て
い
た
こ

と
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

河
相
周
兵
衛
は
中
井
竹
山
の
「
社
倉
私
議
」
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
義
倉
像
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
永
続
の

た
め
.
の
営
利
活
動
に
加
え
て
、
社
会
(
慈
善
)
事
業
と
地
域
産
業
の
育

成
と
い
う
三
位
一
体
を
め
ざ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
田
徳
貸
利
」

(
2
)

と
い
う
営
利
活
動
に
つ
い
て
も
「
中
以
下
の
格
別
助
け
に
御
座
候
」
と

認
識
し
て
い
た
。
周
兵
衛
は
た
だ
窮
民
に
米
穀
を
配
布
す
る
と
い
っ
た

社
倉
・
義
倉
の
機
能
で
は
、
福
山
藩
の
社
会
経
済
的
状
況
に
対
応
で
き

な
い
こ
と
を
看
敵
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
義
倉
の
設
立
が
天

明
大
一
揆
に
象
徴
さ
れ
る
農
村
・
農
民
の
疲
弊
に
対
応
し
た
豪
農
層
の

対
策
で
あ
る
と
よ
く
み
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
当
時
の
豪
農
屑
は
そ
の
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よ
う
な
単
純
な
農
本
主
義
的
認
識
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
く
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
木
綿
等
の
生
産
・
流
通
を
中
心
と
し

た
活
発
な
経
済
活
動
や
金
融
取
引
が
展
開
し
て
い
た
地
域
社
会
の
な
か

で
、
朱
子
学
の
説
く
社
倉
・
義
倉
で
は
も
は
や
十
全
な
効
果
が
え
ら
れ

な
い
と
認
識
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
周
兵
衛
た
ち
が
義
倉
を

(
3
)

「
諸
国
に
社
倉
・
義
倉
数
々
御
座
候
え
共
、
御
国
の
如
き
は
無
類
」
と

自
画
自
賛
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
類
い
稀
な
地
域
社
会
認
識
に
基
づ
い

た
も
の
と
い
え
よ
う
。

〔註〕

(
1
)
　
「
義
倉
勘
定
方
改
撰
の
訴
こ
対
ス
ル
答
弁
書
」
(
明
治
二
十
四
年
)
。

(
2
)
(
3
)
　
「
義
倉
録
」
一
番
。

(
付
記
)
本
稿
で
は
二
2
社
会
事
業
の
展
開
の
な
か
で
川
義
倉
の
故
地
活
動
に

つ
い
て
検
討
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
紙
数
を
大
幅
に
オ
ー
バ
ー
す
る

の
で
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し

た
い
。
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